
 

所沢市観光協会 監修 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
埼玉県を代表する桜の名所狭山湖をはじめ、樹齢１４０年といわれる金仙寺のしだれ桜、500m にもお

よぶ小手指砂川堀のしだれ桜、東川の桜並木等、所沢の桜は見どころいっぱいです。 

所沢市観光協会では、春の桜めぐりを楽しんで頂けるよう皆様をご案内いたします。さらにお昼に所沢

名物“手打ちうどん”をご堪能下さい。 

皆様、お誘い合わせのうえご参加下さいますようお待ちしております。 

◆ 期 日：平成22年3月30日（火）・4月1日（木）・2日（金）発         

◆ 参 加 費 用：お一人様 ４,９００円（おとな・こども同額） 

(＊参加費用に含まれるもの･･･日程表記載の交通費・昼食代・入場料) 

日帰り旅行傷害保険を JTB がお付けいたします。 

◆ 集 合 場 所：西武線 所沢駅東口埼玉りそな銀行前 午前 9時 00分 

           ＪＲ線 東所沢駅 午前 9時 30 分 

◆ 募 集 人 員：各日ともに 45名(バス 1台)   

◆ 最少催行人員：30名(バス 1台) 

◆ 申 込 期 間：平成 22年 3月 1日(日) ～ 3 月 19 日(金) 

◆ 添 乗 員：1名同行します。  

◆ 貸切バス：大型観光バス ＊(正座席 45 席または 49 席・補助席 10 席または 11 席) 

＜日程表＞ 

      09:00 頃発   09:30 頃発 

所沢駅東口  東所沢駅  東川桜並木【桜観賞】  所沢航空記念公園 彩翔亭【休憩】  

                                  ※抹茶と和菓子つき 

   たつみそば【ご昼食】  狭山湖【桜鑑賞】  金仙寺【しだれ桜鑑賞】  

                     所沢名物、手打ちうどん 

 小手指 砂川掘【しだれ桜観賞】  所沢駅東口  所沢駅東口 

15:40 頃着          16:00 頃着 

＊当日の道路状況、天候によりコース又は時間等が変更になる場合がございます。 

＊その年の天候等の都合により桜の開花時期がずれる場合がございます。 

＊バス座席はあらかじめ指定となります。(当日添乗員よりご案内いたします。) 

＊散策及び、徒歩にて移動の関係で、当日は履きなれた靴をおすすめいたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

＜お申し込み先＞ 

 (株)ＪＴＢ首都圏 所沢支店  ₔ359-1123 18-26 FSⱦꜟ  

TEL:04 -2924-1145  FAX:04 -2924-9874 

9:30 17:30 ה ה  

＜お問い合わせ先＞ 

所沢市観光協会（事務局：所沢市役所 商工労政課内／℡：04-2998-9155） 

＊但し、定員になり次第 
締め切らせていただきます。 

 

①参加者氏名（ふりがな）、②住所（参加者代表者のみ）、③年齢（参加者）、④郵便番号（参加代表者のみ）、⑤

電話番号（参加者代表者のみ）、⑥参加希望日（第 1･2 希望）⑦バス乗車駅を記入の上、３月１９日(金)までにＦ

ＡＸまたははがきにて申込下さい。詳細のご案内・ご旅行条件書とご請求書を返信いたしますので、ご確認の上、

お振込み下さい。 
※ご入金は銀行振込のみとさせていただきます。尚、振込手数料はお客様のご負担にてお願いいたします。 

※日帰り旅行傷害保険をご加入の際に、氏名・年齢が必要となります。 

※本申込書に記載された個人情報は、今回のご旅行以外の目的で使用することはございません。 

 
 
 
 

申 込 方 法 



 

 
 
 
 
 
●募集型企画旅行契約 
この旅行は（株）ＪＴＢ首都圏（東京都千代田区丸の内 3-4-2 観光庁長官登録
旅行業第 1759 号。以下「当社」という）が企画・実施する旅行であり、この旅
行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」という）
を締結することになります。また、旅行条件は、下記によるほか、別途お渡し
する旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面及
び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。 
●旅行のお申し込み及び契約成立時期 
（１）所定の申込書に所定の事項を記入し、下記のお申込金を添えてお申し込み

ください。お申込金は、旅行代金お支払いの際差し引かせていただきます。 
（２）電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、当社

が予約の承諾の旨通知した翌日から起算して３日以内に申込書の提出と
申込金の支払をしていただきます。 

（３）旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立
するものとします。 

（４）お申込金（おひとり）４,９００円 
旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって 13 日目にあたる日より前（お申し
込みが間際の場合は当社が指定する期日までに）にお支払ください。また、お客
様が当社提携カード会社のカード会員である場合、お客様の署名なくして旅行代
金、取消料、追加諸費用などをお支払いただくことがあります。この場合のカー
ド利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。 
●旅行代金に含まれるもの 
旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のないかぎりエコノミークラ
ス）、宿泊費、食事代、及び消費税等諸税これらの費用は、お客様の都合により
一部利用されなくても原則として払い戻しいたしません。（コースに含まれない
交通費等の諸費用及び個人的費用は含みません。） 
●旅行契約内容の変更 
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等
の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サ
ービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安
全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速や
かに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係
を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することかあります。ただし、
緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。 
●旅行開始前の解除 
当社の解除権 
（１）お客様が所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行

契約を解除することがあります。このときは取消料と同額の違約料をお
支払いいただきます。 

（２）次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。 
ａ．お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅

行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。 
ｂ．お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に

耐えられないと認められたとき。 
ｃ．お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨

げるおそれがあると認められたとき。 
ｄ．お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 
ｅ．お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に満たないとき。

この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって１３日目に
あたる日より前（日帰り旅行は３日目に当たる日より前）に旅行中止
のご通知をいたします。 

ｆ．スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があら
かじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれ
が極めて大きいとき。 

ｇ．天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中
止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合にお
いて、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑
な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 

（３）当社は本項（１）により旅行契約を解除したときは、既に収受している
旅行代金（あるいは申込金）から違約料を差し引いて払い戻しいたしま
す。また本項（２）により旅行契約を解除したときは、既に収受してい
る旅行代金（あるいは申込金）の全額を払い戻しいたします。 

●取消料 
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料
として申し受けます。 

取  消  日 取 消 料 

旅 行 開 始

日 の 前 日

か ら 起 算

し て さ か

のぼって 

1）21 日目にあたる日以前の解除 

（日帰り旅行にあっては 11 日目） 
無     料 

2）20 日目にあたる日以降の解除 

（日帰り旅行にあたっては 10 日目）（3～6 を除く） 
旅行代金の 20％ 

3）7 日目にあたる日以降の解除（4～6 を除く） 旅行代金の 30％ 

 4）旅行開始日の前日の解除 旅行代金の 40％ 

5）当日の解除（6 を除く） 旅行代金の 50％ 

6）旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の 100％ 

●添乗員 
（１）添乗員同行表示コースには、全行程に添乗員が同行いたします。添乗員

の行なうサービスの内容は、原則として契約書面に定められた日程を円
滑に実施するために必要な業務といたします。旅行中は日程の円滑な実
施と安全のため添乗員の指示に従って頂きます。添乗員の業務は原則と
して８時から２０時までとします。 

（２）現地添乗員が同行しない区間及び現地係員が業務を行なわない区間において、
悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における
代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行って頂きます。 

 
 
 
 
 
●当社の責任 
（１）当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代

行させた者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客
様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算し
て２年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。 

（２）お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきま
しては、当社は原則として本項（１）の責任を負いません。 

 ①天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もし
くは旅行の中止②運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害③
運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行
日程の変更もしくは旅行の中止④官公署の命令、伝染病による隔離又は
これらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止⑤自由行動中の事故
⑥食中毒⑦盗難⑧運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更
など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮 

（３）手荷物について生じた本項（１）の損害につきましては、本項（１）の
お客様からの損害通知期間規定にかかわらず損害発生の翌日から起算し
て１４日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたしま
す。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお１人あた
り最高１５万円まで（当社に故意又は重大な過失がある場合を除きま
す。）といたします。 

●特別補償 
当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、
募集型企画旅行約款別紙特別補償規程に基づき、お客様が募集型企画旅行参加中に
急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物上に被った一定の損
害について、以下の金額の範囲において、補償金又は見舞金を支払います。 
・ 死亡補償金：１５００万円 
・ 入院見舞金：２～２０万円 
・ 通院見舞金：１～５万円 
・ 携行品損害補償金：お客様１名につき～１５万円（但し、補償対象品１個あ

たり１０万円を限度とします。） 
●「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件 
当社提携クレジットカード会社のカード会員（以下「会員」といいます。）より
「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと（以下「通
信契約」といいます。）を条件にお申込みを受けた場合、通常の旅行条件とは以
下の点で異なります。（受託旅行業者により当該取扱ができない場合があります。
また取扱できるカードの種類も受託旅行業者により異なります。） 
（１）契約成立は、当社が電話又は郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発信し

たとき（ｅ－ｍail 等電子承諾通知を利用する場合は、その通知がお客様
の到達したとき）とします。また申込時には「会員番号・カード有効期
限」等を通知して頂きます。 

（２）カード利用日」とは旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日
をいいます。旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。（但し、
成立日が旅行開始前日から 14 日目にあたる日より前の場合は「14 日目
（休業日にあたる場合は翌営業日）」とします。）また取消料のカードの
利用日は「契約解除依頼日」とします。（但し、契約解除依頼日が旅行代
金のカード利用日以降であった場合は、当社は旅行代金から取消料を差
し引いた額を解除依頼日の翌日から起算して 7 日間以内をカード利用日
として払い戻します。） 

（３）与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いが
できない場合、当社は通信契約を解除し、規定の取消料と同額の違約料
を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅
行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。 

●国内旅行保険への加入について 
旅行先において、病気・けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかるこ
とがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が
大変困難であるのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障
害等を担保するため、お客様自身で充分な額の国内旅行保険に加入することを
お勧めします。詳細については、販売店の係員にお問合せください。 
●個人情報の取扱について 
（１）当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個

人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、
お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供す
るサービスの手配及びそれらのサービスの受領のために手続に必要な範
囲内で利用させていただきます。 

（２）当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客
様の個人情報を土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏
名及び搭乗される航空便名等に係る個人情報をあらかじめ電子的方法等で送
付することによって提供いたします。なお、これらの個人情報の提供の停止
を希望される場合は、お申込店に出発前までにお申し出ください。 

●旅行条件・旅行代金の基準 
この旅行条件は 2010 年 2 月 1 日を基準としています。又、旅行代金は 2009 年 2
月 1 日現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。 
 

＜旅行企画・実施＞ 

株式会社ＪＴＢ首都圏 所沢支店 
観光庁長官登録旅行業務第 1759 号 

 〒359-1123 埼玉県所沢市日吉町 18-26 所沢 FS ビル 

TEL：04-2924-1145 FAX：04-2924-9874 

総合旅行業務取扱管理者：杉山 純  
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